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議案第５６号 

 

   おいらせ町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町営住宅管理条例（平成１８年おいらせ町条例第１４５号）

の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 
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提案理由 

 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律（令和２年法律第

４６号）及び所得税法の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）に

よる所得税法（昭和４０年法律第３３号）の一部改正に伴い、公営住宅

制度に係る引用条項等について、所要の改正を行うため提案するもので

ある。  



 

２８ 

   おいらせ町営住宅管理条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町営住宅管理条例（平成１８年おいらせ町条例第１４５号）

の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「、東日本大震災復興特別区域法（平成２３年法律第

１２２号）第１９条に規定する被災者等」及び「ただし、東日本大震災

復興特別区域法第１９条に規定する被災者等については、同条の認定を

受けた復興推進計画に記載された同条第２項の期間が満了する日（その

日が令和３年３月１１日後の日であるときは、同月１１日）までの間に

限る。」を削り、同条第５項第１号中「前号」を「ア（イ）」に改める。 

 第８条第４項中「２０歳未満の子を扶養している寡婦」を「所得税法

（昭和４０年法律第３３号）に規定する寡婦又はひとり親であって、２

０歳未満の子を扶養しているもの」に改める。 

 第１２条第２項第１号中「それぞれ」の次に「同」を加える。 

 第４２条第１項中「社会福祉法人等）」を「社会福祉法人等」」に、「か

つ」を「、かつ、」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  


